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少
し
前
ま
で
は
銀
座
や
新
宿
に
行
け
ば
た
く
さ
ん
の
外

国
人
観
光
客
が
い
て
、
い
ろ
ん
な
言
語
が
飛
び
交
い
、
道

を
歩
き
づ
ら
い
と
思
う
ほ
ど
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
、
気
づ
け
ば
そ
ん
な
人
々
を
ほ

と
ん
ど
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
昨
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
は
延
期
に
な
り
、
今
年
開
催
の
雲
行
き
も
か
な
り
あ
や

し
い
と
こ
ろ
で
す
。
海
外
旅
行
も
し
ば
ら
く
は
難
し
い
で

し
ょ
う
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
「
自

粛
」
の
風
潮
の
な
か
で
、
同
居
の
家
族
や
一
部
の
同
僚
と

し
か
会
話
す
る
こ
と
の
な
い
日
々
が
続
い
て
い
ま
す
。
一

種
の
「
鎖
国
」
の
よ
う
で
す
ね
。 

 

私
は
、
前
の
職
場
で
、
中
国
人
や
韓
国
人
と
の
交
流
を

多
く
体
験
し
ま
し
た
。
観
光
地
を
案
内
し
た
り
、
一
緒
に

ご
飯
を
食
べ
た
り
、
故
郷
の
歌
を
う
た
っ
た
り
。
文
化
や

思
想
で
異
な
る
部
分
は
あ
る
け
れ
ど
、
美
味
し
い
も
の
や

素
敵
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
前
に
並
べ
ば
、
自
分
と
同
じ
よ
う

に
、
相
手
も
た
だ
ひ
と
り
の
人
間
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
、
感

染
が
始
ま
っ
た
中
国
の
地
名
を
冠
し
て
「
武
漢
ウ
イ
ル

ス
」
な
ど
と
呼
ぶ
人
が
い
た
り
、
「
中
国
人
は
日
本
か
ら

出
て
い
け
」
な
ど
と
差
別
的
な
発
言
を
す
る
人
が
出
て
き

た
り
し
た
こ
と
は
悲
し
く
感
じ
ま
し
た
。 

 

１
０
０
年
近
く
前
の
関
東
大
震
災
後
の
混
乱
で
は
、
流

さ
れ
た
デ
マ
を
信
じ
た
人
々
が
多
く
の
朝
鮮
人
や
中
国
人

を
殺
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
混
乱
や
不
安
の
世
の
中

で
あ
る
ほ
ど
、
自
分
と
違
う
人
を
遠
ざ
け
た
く
な
る
の
も

の
だ
と
思
い
ま
す
し
、
正
常
な
判
断
が
で
き
ず
に
デ
マ
や

不
確
か
な
陰
謀
論
を
信
じ
や
す
く
な
る
も
の
で
し
ょ
う
。 

 

外
国
人
だ
け
で
な
く
、
自
分
以
外
の
誰
も
が
、
自
分
と

は
ち
が
う
人
で
す
。
こ
の
よ
う
な
と
き
だ
か
ら
こ
そ
、
差

別
や
排
除
に
加
担
し
な
い
よ
う
、
気
を
付
け
て
い
き
た
い

も
の
で
す
。
ま
た
い
つ
か
、
知
ら
な
い
匂
い
の
す
る
街

で
、
知
ら
な
い
人
や
言
語
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り

と
知
ら
な
い
味
の
飲
み
物
を
飲
め
る
日
が
く
る
の
を
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

釜
澤 

菜
穂 

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
と
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク 
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１ 

１
８
５
９
年
、
進
化
論
を
唱
え
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、

著
書
「
種
の
起
源
」
の
中
で
「
人
間
は
動
物
の
一
種
」

だ
と
唱
え
て
「
人
間
は
神
の
創
造
物
」
と
す
る
当
時
の

教
会
勢
力
か
ら
厳
し
い
批
判
を
受
け
た
。
そ
の
後
、

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
１
８
７
１
年
、
著
書
「
人
間
の
由
来

と
進
化
」
の
中
で
、
「
人
間
は
猿
か
ら
進
化
し
た
動
物

だ
」
と
唱
え
た
。
現
代
で
は
、
誰
も
疑
わ
な
い
心
理
と

い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。 

 

２ 

約
５
０
０
万
年
前
の
ア
フ
リ
カ
大
陸
で
は
、
我
々
の

祖
先
で
あ
る
猿
た
ち
は
樹
の
上
で
安
全
な
生
活
を
営
ん

で
い
た
。
当
時
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
地
殻
変
動
が
発
生

し
、
大
陸
は
東
西
に
分
断
さ
れ
、
東
側
の
森
林
が
消
滅

し
、
平
坦
な
草
原
の
中
で
厳
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
何
万
年
も
そ
の
生
活
に
適
応
し
て

い
く
中
で
、
猿
た
ち
は
平
地
で
の
生
活
に
適
応
す
る
た

め
二
足
直
立
歩
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ

が
、
猿
が
人
間
へ
進
化
す
る
第
一
歩
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
。 

 

３ 

手
が
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
猿
た
ち
は
、
次

第
に
手
の
機
能
を
進
化
・
発
達
さ
せ
て
い
っ
た
。
食
料

を
獲
得
す
る
た
め
に
道
具
の
使
用
を
は
じ
め
、
頭
脳
を

発
達
さ
せ
、
生
存
を
守
る
た
め
の
共
同
生
活
は
、
相
互

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
を
生
じ
、
複
雑
な
言

語
を
発
達
さ
せ
て
い
っ
た
。
不
運
な
外
部
環
境
の
変
化

に
対
応
す
る
中
で
能
力
を
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
が
わ

か
る
（
そ
れ
が
よ
か
っ
た
の
か
？ 

は
別
問
題
で
あ
る

が
）
。 

 
 

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
１
８
７
６
年

に
発
刊
し
た
「
猿
が
人
間
に
な
る
に
あ
た
っ
て
の
労
働

の
役
割
」
と
い
う
著
書
の
中
で
、
更
に
克
明
に
論
証
し

た
。 

 
 

人
間
は
、
こ
の
よ
う
に
猿
か
ら
進
化
し
、
複
雑
な
社

会
を
つ
く
り
今
日
ま
で
高
度
に
発
展
さ
せ
て
き
た
。
言

語
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
の
世
界
を
志
向

す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
創
造
力
の
力
に

よ
っ
て
様
々
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
特
殊
な
進
化
を
遂
げ
た
人
間
は
、
万
物
の

霊
長
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

５ 

今
、
コ
ロ
ナ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
時
代
に
あ
る
世
界

は
、
混
乱
の
中
に
あ
る
。
万
物
の
霊
長
と
言
わ
れ
、
未

来
に
向
け
て
の
創
造
力
の
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
人
間

は
、
パ
ニ
ッ
ク
状
態
の
中
で
未
来
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
想

像
力
を
欠
如
し
て
い
る
。 

 
 

た
ま
た
ま
、
コ
ロ
ナ
で
大
変
に
な
っ
て
い
る
業
種
、

そ
こ
で
働
く
人
々
が
い
る
。
そ
こ
に
は
想
像
力
は
働
か

ず
、
共
感
は
欠
如
し
て
い
る
。
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
と

い
う
創
造
力
・
共
感
の
欠
如
で
あ
る
。
社
会
の
分
断
、

言
語
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
欠
如
、
あ
る

べ
き
将
来
に
向
け
た
創
造
力
の
欠
如
が
日
本
で
も
世
界

で
も
ま
ん
延
し
て
い
る
。 

 
 

「
人
間
」
と
は
、
「
人
の
間
」
と
書
く
。
他
者
と
の

共
存
な
く
し
て
は
人
、
間
社
会
は
存
在
し
な
い
。 

我
々
は
、
猿
で
居
続
け
た
方
が
よ
か
っ
た
の
か
？ 

今
、
す
べ
て
の
人
間
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 

閉
鎖
的
で
不
安
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ 

編 

集 

後 
記 
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 新年早々非常事態宣言が出され、飲食店は大打撃を受

け、あちこちで解雇も始まった。2021年は暗い幕開けであ

る。 

 国会に新型コロナの特別措置法改正案が出された。実効

性を持たせるため罰則を盛り込んだと政府は自慢する。①

夜８時までの自粛要請に従わない飲食店に「50万円の過

料」、 ②入院勧告に従わない者に「１年以下の懲役また

は100万円以下の罰金」、③指示に従わない医療機関名の

公表、である。 

 こういうやり方は中国やトランプ前大統領と同じではな

いだろうか。必ず国民に分断をもたらすことになる。だっ

たら、①コロナ禍を加速させた「ＧＯ TO トラベル」「Ｇ

Ｏ TO ＥＡＴ」政策の責任、②入院できないコロナ患者を

生み出す医療崩壊をもたらした責任、③公的病院を閉鎖す

る施策の是非はどう問われるのかという意見が出ざるを得

ない。 

 世界に目を向けると、一見強権的やり方がコロナ対策で

成功を収めているかのように見えることがある。しかし、

台湾は、武漢で最初に警告を発した李文亮医師の情報に接

してすぐ防疫を強化し、一度たりとも都市封鎖も非常事態

宣言も出さず見事に初期からの抑え込みに成功した。台湾

でコロナ対策責任を担ったオードリー・タン氏は、行政と

国民、経済界とが見事に連携し、中国と違って「民主主義

を痛めない」で達成したと言う。片や中国は、李医師を抑

え込み（のちに死亡）、情報を隠し、都市封鎖で対応し

た。このことがＷＨＯからも、パンデミックをもたらした

初期要因として批判されているのである。 

 行政による要請・措置は、それに見合った補償によっ

て、合意、納得を得て達成されるものであることを肝に銘

じたい。 

民主主義を痛めないコロナ対策 

723,; 

労使トラブル110番 

夜勤勤務者の年次有給休暇は２日分の年休となるか？     

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント 

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 

司法書士の業務つれづれ帳 

JAZZでほっと一息 

となりの弁護士  ほか 

連 載 

長野県小諸市 いちご 



 

 

 コロナ禍のもとで外出自粛や営業時間の短縮など

の要請が相次ぎ、事業の継続が難しくなった企業が

増えています。とくに「旅館・ホテル」「飲食店」

「パルプ・紙・紙加工品製造」「繊維・繊維製品・

服飾品小売（卸売）」「広告関連」などが「マイナ

スの影響がある」と見込む企業として顕著です。一

方、少ないながらも「プラスの影響がある」と見込

む業種もあり、スーパーマーケットなどを含む「各

種商品小売」「放送」「飲食料品小売」などが上位

に並んでいます（帝国データバンクの調査）。 

 マイナスを見込む企業がプラスを見込む企業に一

時的に在籍型出向（雇用シェア）を行い、雇用を維

持する取り組みが始まっています。厚労省は、こう

した雇用を維持する取り組みに「産業雇用安定助成

金（仮称）」を創設し、支援する方針を打ち出しま

した。 

 

【助成金の特徴】 
（１）対象となるのは在籍型出向であること 

（２）出向元事業主と出向先事業主の両方が共同で

申請し、両方が支給対象となること 

（３）助成の対象は、「賃金」「教育訓練及び労務

管理に関する調整経費等」「出向中に要する経費」

「就業規則その他出向に要する初期経費」など 

 概要は、資料を参照ください。 

ただし、この制度は、第三次補正予算の成立、厚生

労働省令の改正等が必要であり、詳細は今後決めら

れる予定ですのでご留意ください。 

723,&6 

在籍型出向により雇用を維持する取り組みに新たな助成金 
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職場のQ＆A 

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 

年次有給休暇の利用

目的を記載させること

は違法か？ 

【当日申請を認めるか認めないかは任意】 
 そもそも年次有給休暇の当日申請を認めるか認めな

いかという問題は、会社の任意の判断です。年次有給

休暇の「労働日」とは午前０時から午後12時までの１

日を指しますから、当日申請は既に１日が開始されて

からの事後の振り替えを認めるかどうかという問題と

なります。 

 一般的に労働者はあらかじめ時季を指定し、これを

使用者に通知することによって年次有給休暇を取得す

るのが通常です。それを労働者が任意に遅刻その他事

情によって就業に差し支えた日を有休休暇に振り替え

ることはできません。ところが使用者が、その日（又

は時間）を有給休暇に振り替えることはかまわないと

されています。こうした扱いは労働慣行でなされる場

合もありますが、なるべく就業規則の定めがあった方

がいいでしょう。 

 

【利用目的いかんで付与するかどうかを 

判断するのは違法】 
 次に有給休暇の利用目的の問題です。法律上、年次

有給休暇は当然に労働者に生ずる権利であって、労働

者がどのように利用するかは労働者の自由です。した

がって、労働者は会社に利用目的を申し出る義務はな

く、会社も利用目的いかんで認める認めないの判断を

することはできません。但し、利用目的として、唯

一、スト目的で利用することはできないという最高裁

判決がありますので留意してください。 

 

【年休届出書等の用紙に利用目的の記載欄を 

設けることは？】 
 しかし、年休申請書などの用紙に利用目的の記載欄

を設けることそれ自体は違法ではありません。労働者

はそこに記載してもよく、記載しなくても差し支えな

いものであって、利用目的によって取り扱いを不当に

変えるということがなければ違法ではないとされてい

ます。 

 過去の裁判例では、一時に多数の労働者から同一時

季を希望して年休の届出がなされたような場合等にお

いて利用目的の重大性・緊急性の程度によって時季変

更権の行使の対象者を定めることは合理性と必要性が

存するとされています（昭和57.2.18最高裁、昭和

44.11.19大阪地裁など）。つまり、利用目的に記載欄

の記載は、あくまでも訓示的（なるべく書くこと）な

ものとし、かつ、時季変更権の行使上の考慮資料とし

て扱うのならば適法ということです。 

 年次有給休暇の申請書の用紙に利用目的の記載欄を設けて、当日

申請を認めるか認めないかの判断をしたいと思っているのですが、

それは違法なのでしょうか？ 

4XHVWLRQ /////////////////////////////////////////// 

$QVZHU //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

１ 持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が２月15日まで延長（経産省） 

 ○当初、１月31日までの申請期限が２月15日まで延長された 

 

２ 働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）の３次募集を開始 

 ○テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則の作成等に必要な費用などを助成。 

  申請期限が１月29日までと極めて短期間です 

 

３ 雇用調整助成金の特例措置が「非常事態宣言終了日の翌月末まで」という方針 

 ○２月末までの特例措置でしたが、若干の延長となります。いまのところ３月末までは確定となるようですが、そ

の後非常事態宣言が延長されれば特例措置も延長されるようです。その後の扱いは額等が縮小されて実施され

る予定です 。 

緊急情報 
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JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章 

 What a Difference a Day Made 縁は異なもの 

 原曲はスペイン語でCuando Vuelva a Tu Lado（クアンド・ブ

エルヴァ・ア・ツ・ラード）という曲でタイトルを直訳すると

「あなたの傍へ戻るとき」となります。1934年メキシコのマリ

ア・グレベールが作詞作曲し、同年アメリカ人のスタンリー・

アダムスが英語版を発表しました。邦題を誰が付けたか分かり

ませんが、名訳だと思います。歌詞の中身からすると原曲から

発想したものではないかと思います。原曲はラテンのリズムで

す。社交ダンスならばルンバでしょうか。英語版は1959年にダ

イナ・ワシントンがヒットさせ、グラミー賞を受賞しました。

こちらばバラードです。 

 

  たった1日でこの変化 

  ほんの24時間よ 

  太陽と花を連れてきた 

  雨ばかり降っていたところよ 

  昨日はほんとに憂鬱だったの 

  今日はあなたのものよ 

  寂しかった夜は過ぎ去る 

  あなたが君は僕のものだと言った時から 

 

  たった一日でこの変化 

  私の前に虹がかかっている 

  空は高く嵐なんてありえない 

  至福の時だから 

  ときめきのキッスをしたから 

  もう天国ね 

  メニューからロマンスを選んだときから 

  たった1日でこの変化 

  そう、この変化はあなたのせい 

 

 「縁は異なもの、味なもの」と言うらしいです。江戸いろは

かるたにも収録されています。永井荷風の「にぎり飯」や水上

勉「冬日の道」にも引用されています。YouTubeでダイナ・ワ

シントンを検索するとこの曲が出てきます。代表作ですから

ね。聴けば「ああ、この曲か」と気付くと思いますよ。テレビ

のコマーシャルや番組のタイトル曲、映画「マディソン郡の

橋」にも使われましたから。スペイン語版ならCuando Vuelva a 

Tu Ladoで検索してください。ナタリー・コールのものが出てき

ます。雰囲気もずいぶんと異なったものに感じられます。 

 朝起きたら、新型コロナウイルスが世界中から消えていたと

いうのなら喜ぶのだけれど、逆に日に日に状況は悪化していま

す。昨年の春には長くて１年と覚悟していましたが、ワクチン

接種が高齢者向けに始まるのが３月末。あと１年は覚悟が必要

かな。人の往来は止まったままですが、確実にそしてかなりの

スピードで経営環境は変化しています。店舗の閉店は飲食業に

とどまらず、雑貨やアパレルにも及んでいます。リアル店舗の

客がネット販売へと流れている一方で、PayPayが自治体と協力

して地元の商店を応援する取り組みが始まり、PayPayなどのオ

ンライン決済が進んでいます。ポイントカードの利用で小銭を

使わなくなったと思ったら、次は現金そのものを持ち歩かない

で済みそうだ。 

司法書士の業務つれづれ帳 第56回 
司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

代取が決まらない  

 代表取締役が亡くなくなったので登記がしたいという相談を

受けた。その会社(Ｘ社)には取締役が２名(ＡとＢ)がいて、代

表取締役のＡが亡くなった。 

 代表取締役が不在となったので、誰かが代表取締役になる必

要がある。代表取締役不在のままではＡの死亡の登記もできな

い。現在、Ｘ社の取締役はＢのみであるが、この場合にＢが自

動的に代表取締役になるだろうか。 

 Ｘ社は「取締役会非設置会社(以下「非設置会社」という)」

という形態の株式会社である。株式会社で「取締役会」を置く

場合には取締役は３名以上必要となるが、非設置会社は、取締

役は１人以上いればよい。平成18年に会社法が改正されて取締

役１人で株式会社が設立できるようになって以降、多くの株式

会社が非設置会社となっている。私自身、年間数十件の株式会

社設立の依頼を受けているが、会社法改正以降、取締役会を置

く株式会社の依頼は１件もない。 

 非設置会社で取締役が複数いる場合、実は、全ての取締役が

代表取締役となるのが会社法上の原則である。ただ、実際は、

取締役が複数いる非設置会社でも代表取締役が１人であること

がほとんどだ。それは、定款(会社のルール)で「例外」を設け

ることができるからである。Ｘ社も定款で例外を設けていた。

Ｘ社唯一の取締役となったBが自動的に代表取締役になるか

は、Ｘ社の定款の内容次第ということなる。 

 定款の雛形はインターネット上に沢山あり、参考にされてい

る会社も多いだろう。例えば、日本公証人連合会のホームペー

ジにある非設置会社の雛形を見ると、例外の書き方として「当

会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役１名を置き、取

締役の互選により定める」とある。これは「複数いる場合」に

「１名選ぶ」ということなので、取締役が１名となれば選ぶ必

要はなくなる。よって、Ｘ社の定款がこのように書いてあれ

ば、Bは自動的に代表取締役となった。 

 しかし、Ｘ社の定款には「当会社は代表取締役を１名置き、

株主総会の決議により選定する。」と書いてあった。これは、

代表取締役は株主総会で選ぶと「確定的」に決めているので、

Ｂは株主総会で選ばれないと代表取締役となれない。 

 Ｘ社の株式はＡが70％、Ｂが30％を持っていた。そしてＡ

とＢは親族ではない。Ａは遺言を書いていなかったため、Ａが

所有していたＸ社の株式は、相続人全員による遺産分割協議が

成立しないと株主が確定しない。株主が確定しないと、株主総

会でBを代表取締役に選ぶ決議ができない。遺産分割が揉める

と、代表不在の状態が長引く可能性がある。 

 定款の内容を把握している経営者は少ないと思う。Ｘ社のよ

うなケースもあるので、定款は一度確認して欲しい。 

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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夜勤勤務者の年次有給休暇は２日分の年休となるか？ 

【「労働日」は暦日が原則】 
 労働基準法第39条は「使用者は６箇月継続勤務し

全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、継続

し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなけれ

ばならない」と規定しています。ここで「分割し

て」といっていますが（半日単位又は１時間単位の

取得も可とされています）、結局分割の最小単位は

「労働日」単位となっています。「労働日」とは、

原則として暦日計算によるべきものですから、当日

の午前０時から午後12時までの暦日24時間を意味し

ています。 

 したがって、年休日の単位である「一労働日」

と、就業規則・雇用契約書で定めている労働時間

（勤務時間）の「１日」とは意味が違うのです。有

給休暇の取得をめぐってよくある質問で、当日の有

給申請を認めるかどうかというのがありますが、法

律上は有給休暇の「労働日」が既に開始されている

以上、当日の有給申請は認めなくてもよい（もちろ

ん認めてもいいですが）ことになります。 

 

【二暦日にわたる勤務の場合】 
 一勤務16時間の隔日勤務や一勤務24時間の一昼夜

交替勤務など一勤務が二暦日にわたる場合も暦日の

原則が適用され、「一勤務の休暇は二労働日の年休

となる」（昭和33.2.1基発90号）とされています。

午前０時をまたぐ勤務を１回休んで年休をとるため

には、原則として二労働日の年休の取得となりま

す。もちろんこの場合の年休手当も二労働日分の賃

金を支給しなければなりません。 

 ご質問のケースも、会社の対応は正しい対応とい

えるでしょう。 

【著しく不合理となる場合の対応】 
 以上のように年休の「労働日」は原則として暦日

制ですが、この原則を適用すると著しく不合理な結

果となる場合があります。例えば、１日８時間の所

定労働時間が午前０時を挟む２暦日にまたがるよう

な場合です。昔なら炭鉱労働者が８時間３交替制勤

務をとって、その３番方は２歴日にまたがる交替勤

務でした。いまなら、夜10頃に市場に野菜をとりに

行き、翌朝６時頃までに飲食店に野菜を降ろすよう

な八百屋さんのような勤務形態もあります。昼と夜

がひっくり返って、実働８時間勤務を毎日行ってい

る場合などです。このような勤務形態にも暦日原則

を適用して、１回の有休＝２日分としてしまうと不

合理といえます。 

 こうした場合は、その「勤務時間を含む継続24時

間を一労働日として取り扱って差し支えない」（昭

和63.3.14基発150号）とされています。もともと年

休の目的は労働者の休養の確保ということですか

ら、その目的を達しうる限りでは比較的広く例外を

認めても差し支えないということでしょう。 

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番 労働相談メール roudou@officesup.com  

 介護施設の事業所です。従業員の働き方は、日勤（１日７時間勤務）と、夜勤（16時

～翌日９時の16時間勤務）をシフトによって交替する勤務です。 

 夜勤勤務の日に年次有給休暇を取りたいという方がおられたのですが、その方の有給

残日数は１日でしたので、「１日分は有給となりますが、もう１日分は欠勤扱いとなり

ます」と答えました。夜勤勤務の場合の有給休暇は２日分の取得とみなして構わないの

でしょうか？ 
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１．懲戒処分の事由の構成 
 今回は懲戒処分の理由となる具体的な事由の定め方

をみていきますが、はじめにその「構成」、つまり処

分の種類と懲戒事由をどのようなまとまりで規定する

のかについて考えたいと思います。 

 どういうことかというと、懲戒事由の構成には、た

とえば、次のように①処分の種類ごとに懲戒事由を定

める方法があります。 

 
 

この方法は、予測可能性が高い反面、懲戒事由を振

り分けるのに難儀するのは必至で、しかも柔軟な運用

ができないといった問題点があります。 

そこで、②処分の種類を２、３程度にグループ分け

して、グループごとに懲戒事由を定める方法、③懲戒

事由を処分の種類で分けずに一つにまとめる方法が考

えられます。今の就業規則はこの②か③の場合がほと

んどでしょう。 

 どちらがよいのかは作成者の考え方によりますが、

たとえば石嵜信憲弁護士は予測可能性の観点から、少

なくともⅰ）懲戒解雇およびそれに準じる諭旨解雇と

ⅱ）それ以外の２つに分けて規定するのが適切として

②の方法が良いとしています２）。これに対して中山滋

夫弁護士は、②の方法も一定の評価はしつつ、柔軟性

を持たせるという意味では③が最も望ましいとしてい

ます（ただし、公平・妥当な量定のために処分の目安

を作るべきとしています。）。 

 筆者は、量定の幅が広いことが想定される行為があ

ること（ハラスメントなど）、非違行為の社会的評価

は変遷することなどから、③が妥当と考えます。 

 

２．個別の懲戒事由の定め方 
 具体的な懲戒事由の内容については、いちいち取り

上げてはきりがないので、今回は私が大事だと思うポ

イントを４点示します。 

 第１に、懲戒事由の中に、必ず包括的な規定を定め

ることです。 

 
 

これは、いくら大量に具体的な事由を定めても、あ

らゆる懲戒事由を漏れなく規定することは不可能なた

めです。 

 第２に、一般的な事由については、市販の就業規則

解説本などを参照して抜けがないか確認するようにし

ましょう。そのうえで、自社の業務に特有な非違行為

の洗い出しを行うことが大切です。たとえば、自動車

を使用する場合は運転に関する事由を、過去の問題事

例などを参考にリストアップするなどです。 

 第３に、懲戒処分は企業の秩序維持を目的とするも

のですので、その観点から妥当な事由かどうか検討す

ることです。たとえば、営業職で成績不振を懲戒事由

にできるかという相談を受けたことがありますが、本

人がまじめに努力したにもかかわらず、たまたま担当

地区が悪くて売れないという場合もあります。そのよ

うな場合は秩序を乱したとはいえませんので、懲戒事

由としては適当ではありません（一般的に、普通解雇

事由として定めます。）。 

なお、私生活上の非違行為は、原則として懲戒処分

の対象とはなりませんが、事業活動に関連性がある場

合や会社の社会的評価の毀損をもたらす場合には、懲

戒処分の対象となるものと解されます３）。 

最後に、余計な修飾語句はつけないことです。たと

えば「重過失」というような表現を見ることがありま

すが、懲戒の対象としては「過失」とし、重過失かど

うかは量定で勘案すればよいでしょう。 

 

 

 
１）石嵜信憲編著「就業規則の法律実務（第４版）」中央経済

社 

２）中山滋夫「就業規則モデル条文」経団連出版。 

３）菅野和夫「労働法〔第12班〕」弘文  

第〇条 次の各号のいずれかに該当する場合に

は、けん責に処する。 

   ① 勤務が怠慢であると認められる場合 

   ② ・・・（以下略） 

第〇条 次の各号のいずれかに該当する場合に

は、減給に処する。 

   ① ・・・（以下略） 

第〇条 次の各号のいずれかに該当する場合に

は、前条で掲げる懲戒処分に処する。 

   ① 勤務が怠慢であると認められる場合 

：  （中略） 

   〇 本規則その他の規程に違反した場合 

   〇 前各号に掲げるもののほか、これら

に準ずる行為があった場合 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント○57  

 オフィス・サポートNEWS 

ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一 （http://office-mori.biz/） 

第57回： 懲戒処分（中）  
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オフィス・サポートNEWS 

経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル） 

http://www.vcon.jp 

第93回：改善を実現する  

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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＊ホームページを７月にリニューアルしました！ 

 昨今の新型コロナウィルスの感染防止対策がなかな

か功を奏していないとの印象があります。一つには、

今の時代に生きている私達には、これまで経験のない

未曾有の事態であるためとも思えます。それゆえに緊

急事態宣言を一度出して、収束したと思ったら第二波

が来て、さらに第二波を抑え込んだと思い、経済回復

策としてのＧＯ ＴＯキャンペーンをやったら第三波

が来るという、まさに改善がなかなか実現できない状

況が継続し、持久戦の様相を呈しています。このコロ

ナ禍の感染拡大防止の改善が実現できないことは、企

業の改善にも通じる点があります。 

 

１．現状を定量的に評価すること。 
 今般のコロナ禍の報道で、改善のアプローチとして

良いことだと感じるのは、その“評価を数値即ち、定

量的に行っている”ことです。「感染者数」が〇〇

人、○○％増えた、或いは濃厚接触者の割合が〇％、

もしくはコロナ用のベッドの占有率が〇％まで埋まっ

ているなどです。一方で、企業が業績不振になった時

に、往々にして「売上が下がっている」「利益が下

がっている」「利益率が低い」などと口にするもの

の、「昨年同月比で売上げが〇％下がった」「利益率

が昨年度に比べ、当月までの累計で〇％下がってい

る」といった定量的な評価は、一部の管理面の充実し

ている会社を除いて行っていません。あるいは、管理

部門はおこなっていても、営業部や事業部の多くの社

員は、総体の数字の評価は気にしておらず、自分の査

定に直結する個人成績にのみ気を遣うといったジレン

マが発生しています。 

 

２．改善へのマインドを持つこと。 
 業績が下がってきた時に、経営者が「経営改革」や

「業務改革」への意欲(マインド)を持ち、「いくぞ！」

と言って後ろを振り返ると「誰もいない・・」といっ

たことはありうることです。つまり、改善へのマイン

ドが経営者と社員の間に相当な温度差があるという場

合が往々にしてあります。なぜでしょう？ 簡単に言え

ば、社員が改善のマインドを持つためのモチベーショ

ンを持てる環境がない、ということです。その場合の

特徴としては、トップが事業を一人で抱え、社員は考

える立場になく、「言われたことをやればいい」とい

う人任せの習慣がついているケースです。もう一つ

は、「頑張って結果を出せば、報酬が増え権限がもら

える」という合理的な人事制度・報酬制度が整ってい

ないというケースです。これらのケースはどちらかで

あるというよりも、どちらもあてはまるというケース

もあると言えます。これは、コロナ対策が国任せ、補

助金が高い安いといった評論家になり、批判はすれど

うまく行くためのワンチームつまり「感染防止に一つ

になって取り組む」という姿勢に欠けていると反省す

べき点があることと通じるところがあります。 

 

３．処置すれど、再発防止のしくみなし 
 ＩＳＯの主任審査員として、全国の医療機関・建設

業・製造業・サービス業などのマネジメントシステム

の審査をしていますが、「不適合」という業務のミ

ス・ロスやお客様からのクレームが起きた時に業種

や、マネジメントシステムについての意識の差から、

その対応に大きな差があります。例えば、医療機関の

場合は、そのＰＦＣ（業務フロー＆プロセスマニュア

ル）において、ミスが発生すると顧客である患者様の

命に係わるという現実があることから、実害に至らな

かったインシデント（ヒヤリハット）について年間一

千件に達することもあるＩＡレポート（インシデン

ト・アクシデントレポート）を作成して、例えばナー

スステーション内のチームで再発防止策を考える習慣

がついています。それに比べて、建設業や製造業は、

不適合が人の生き死にに直結しないことが多いため

か、(一部に食品や車など生命の危険に直結している例

外もありますが)、手直しをし、人に起因する原因を

「今後注意する」といったヒューマンエラーのせいだ

とお茶をにごすといった是正報告書を多くの場合見か

けます。つまり、「クレームやミス・ロスの不適合発

生⇒手直し処置⇒４Ｍ（Ｍan人,Machine機械,Material材

料,Method方法）のどこに原因があったか徹底して追及

⇒再発防止対策を策定⇒対策を実施して対策の効果を

評価する」という改善の実効効果をあげる、実現性の

高い改善を実施するしくみづくりができていないケー

スが多くみられます。 

 改善は実現して初めて意味があります。その「改善

の実現」のためには、①定量的な評価で客観的な指標

をもとに対策立案を行うこと、また、②改善へのモチ

ベーションを持てる評価・報酬等の社員環境づくり、

そして③再発防止をやり遂げるしくみづくり、この三

つのポイントが必須条件だと言えます。 


